
 

160 

 

８ 危険物質等の種類及び都道府県知事が命ずることのできる措置一覧 

 

※ 下欄の１号、２号、３号は、それぞれ下記に掲げる措置を意味する。 

１号 取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限 

２号 製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は制限 

３号 所在場所の変更又はその廃棄 

※ 下欄の○は、国民保護法第１０３条第３項により当該措置の権限が与えられていること

を意味し、それ以外の記述は、当該措置の権限を与えている既存の個別法を意味する。 

 

物質の種類 

 

 

区分 

 

 

措置 

１

号 

２

号 

３

号 

消防法第二条第七項の危険物（同法第

九条の四の指定数量以上のものに限

る。） 

 

 

 

 

 

 消防法第十一条第一項第一号の消防本部等

所在市町村以外の市町村の区域に設置される

製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送取扱所

を除く。）又は移送取扱所（二以上の都道府

県の区域にわたって設置されるもの及び一の

消防本部等所在市町村の区域のみに設置され

るものを除く。）において貯蔵し、又は取り

扱うもの 

消 

防 

法 

第 

12

条 

の 

３ 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法

律第三百三号）第二条第一項の毒物及

び同条第二項の劇物（同法第三条第三

項の毒物劇物営業者、同法第三条の二

第一項の特定毒物研究者並びに当該

毒物及び劇物を業務上取り扱う者が

取り扱うものに限る。） 

毒物及び劇物取締法第四条第一項の登録を受

けた者が取り扱うもの（都道府県知事が当該

登録の権限を有する場合） 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

毒物及び劇物取締法第三条の二第一項の特定

毒物研究者又は前条第二号に掲げる物質を業

務上取り扱う者が取り扱うもの 

 

 

火薬類取締法（昭和二十五年法律第百

四十九号）第二条第一項の火薬類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造業者、販売業者又は消費者に対して、製

造施設又は火薬庫の全部若しくは一部の使用

を一時停止すべきことを命ずること。 

火薬類取締 

法第４５条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を

取り扱う者に対して、製造、販売、貯蔵、運

搬、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限す

ること。 

火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類

の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること

。 

火薬類を廃棄した者に対して、その廃棄した

火薬類の収去を命ずること。 
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物質の種類 

 

 

区分 

 

 

措置 

１

号 

２

号 

３

号 

高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第

二百四号）第二条の高圧ガス（同法第

三条第一項各号に掲げるものを除く。

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所

若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有

者、販売業者若しくは特定高圧ガス消費者又

は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売

事業者若しくは液化石油ガス法第三十七条の

四第三項の充てん事業者に対し、製造のため

の施設、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売

所又は特定高圧ガスの消費のための施設の全

部又は一部の使用を一時停止すべきことを命

ずること。 

高圧ガス保安

法 

第３９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所

又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売

業者、特定高圧ガス消費者、液化石油ガス法

第六条 の液化石油ガス販売事業者、液化石油

ガス法第三十七条の四第三項の充てん事業者

その他高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、

引渡し、貯蔵、移動、消費又は廃棄を一時禁

止し、又は制限すること。 

高圧ガス又はこれを充てんした容器の所有者

又は占有者に対し、その廃棄又は所在場所の

変更を命ずること。 

薬事法第四十四条第一項の毒薬及び

同条第二項の劇薬（同法第四十六条第

一項の薬局開設者等が取り扱うもの

に限る。） 

厚生労働大臣（薬事法施行令第十五条の四の

規定による都道府県知事の処分を受けている

者が所持するもの） 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

備考 １ この措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第二条第七号の対処措置の

用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。 

   ２ 自動車、軽車両（原動機付き自転車を含む。）その他による運搬又は火薬類取締法第５

０条の２第１項の規定の適用を受ける火薬類の消費については、県公安委員会が命ずること

のできる措置である。 

 


